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互いを尊重し知恵と力を活かしあう
豊かさを育むまち

基本施策 1   協働
1 情報共有
2 コミュニティ活動
3 市民活動

基本施策 2   共生社会
1 多文化共生社会
2 自分らしく生きられる社会

基本施策 3   行財政
1 行政運営
2 財政運営
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単位
年度 基準値

現状値 目標値

2025（Ｒ7）年度 2030（Ｒ12）年度

2020
（Ｒ2）

2020
（Ｒ2）

49.3

65 70

60 70

58.1

基本成果指標

現状と課題

第５章　互いを尊重し知恵と力を活かしあう  豊かさを育むまち

1
基本施策 協働

協働のまちづくりが進められているまち
だと思う市民の割合

コミュニティ活動や市民活動に参加した
ことがある市民の割合

％

％

●市政に関する情報、市民生活や市民活動に関する情報を伝わるように届けることが重要です。

●市民の意見を市政に反映する仕組みを強化することが必要です。

●地域社会の問題が多様化するなか、住民自らも解決に向けて取り組む意識をさらに醸成することが必要です。

●災害対応を始め地域の問題を解決するには、住民同士の連帯が重要です。

●コミュニティ活動の担い手不足が懸念されるため、新たな担い手の確保とともに、効率的かつ効果的な運用が

できるよう、持続可能な組織の強化・再編が必要です。

●市民活動の担い手として期待される若い世代の活躍の場を広げることが必要です。

施策が目指す半田市の将来の姿
●多様な市民ニーズや地域課題について、市民と行政が情報を共有し、お互いの立場を尊重し
ながら一緒に考え、協働で取り組むことにより解決できています。
●小学校区でのコミュニティ活動や幅広い世代による市民活動が自主的かつ活発に展開され
ています。
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単位施策・個別施策

❶ 広報の推進
市政に関する情報、市民生活や市民活動に関する情報を単に発信

するのではなく、ターゲットを絞った発信や公表している情報を見つ

けやすくするなど、必要としている人に「伝わる」方法で情報を提供

します。また、市の魅力を市内外に広く発信するシティプロモーショ

ンを推進し、都市イメージの向上とまちへの愛着醸成を図ります。

　❷ 広聴の推進
市民の意見をより一層市政へ反映させるため、計画等を策定する初

期段階における意見の聴取や、幅広い市民の合意形成を図る市民討

議会など広聴手法の充実を図るとともに、職員が地域に出向き、市民

との対話から地域課題を把握するなど主体的な広聴活動に取り組み

ます。また、市政へ反映した市民の意見等を適切に公表することを通

して、市民の協働への意識向上を図ります。

　❸ 協働の推進
多様化が進む市民ニーズや地域課題に対し、市民と行政がより一

層の情報共有を図ることにより、市民が市政へ意見等しやすい環

境づくりを進めるとともに、市民の意見等を協働で実現できる仕

組みを構築することにより、市民主体の協働がさらに進展するよ

う取り組みます。また、地域課題の解決のために、市民、自治区・

コミュニティ、市民活動団体、事業者、高等学校や大学などとの連

携により、パートナーシップの一層の強化を図ります。

情報共有

リーディング事業

●広報推進事業　　
●広聴事業　　
●市民協働推進事業

❶ コミュニティの活動支援
効率的かつ効果的な活動が持続できる小学校区を基本単位とす

る小学校区コミュニティを構築し、地域のまちづくりを支える中心

的な組織となるよう地域と取り組みます。また、小学校や公民館な

どを活用した地域の拠点づくりを進めます。さらに、各地区の特性

を考慮しつつ、自治区が小学校区コミュニティとともに活動できる

よう支援します。

2 コミュニティ活動

リーディング事業

1

●小学校区コミュニティ活動支援事業

市民会議

住民による地域整備
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H A N D A

第５章　互いを尊重し知恵と力を活かしあう　豊かさを育むまち

❶ 市民活動団体の支援
持続可能な市民活動を展開するため、市民活動助成金等により

活動団体を支援するとともに、市民・学校・事業者が気兼ねなく

活動に参加できる仕組みを構築します。

　❷ 中間支援機能の強化
市民活動を市民目線で支援する組織体制を構築し、はんだまちづ

くりひろばの役割である中間支援機能の強化を図ります。

3 市民活動

リーディング事業

●市民活動助成事業
●はんだまちづくりひろば運営事業

はんだまちづくりひろば登録団体数
NPO登録団体数

0

50

100

150

200

0

15

30

45

60

NPO登録団体数

（団体）（団体）

はんだまちづくりひろば
登録団体数

179 180 184 188 191

41 41
45 44

41

H27 H28 H29 H30 R1

資料:市民協働課（3月31日現在）

（年度）



第
3
編 

● 

基
本
計
画

第
5
章

81

個々人の興味・関心・行動にあわせた行政情報を自動で発信します。　　　　　　　　
　

市民の意見を聴く新たな仕組みとして、市民討議会を開催します。　　　　　　　　　　
　　

地域の問題を市民と職員が共有し、解決に向けた手段・方法を協働で取り組める仕組み
を構築します。

小学校区コミュニティ、市民活動団体等の活動拠点づくりを行います。　　　　　　　　
　　

コミュニティ、市民活動団体等が自主的に財源を確保できるよう、企業スポンサー制度、寄
附、クラウドファンディング等を活用した仕組みを構築します。

若者が興味のあるセミナーを実施することにより、若い世代の市民活動への参加を増やし
ます。

関連
個別計画 ●市民協働推進計画

1

2

3

4

5

6

CH
AL
LENGE

関連
個別計画

関連するSDGs
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単位
年度 基準値

現状値 目標値

2025（Ｒ7）年度 2030（Ｒ12）年度

2020
（Ｒ2）

2020
（Ｒ2）

27.5

35 50

40 50

20.3

基本成果指標

現状と課題

第５章　互いを尊重し知恵と力を活かしあう  豊かさを育むまち

2
基本施策 共生社会

外国籍市民等と共生できていると思う
市民の割合

家庭、学校、職場、地域社会において、
性別にかかわらず、活躍できていると思
う市民の割合

％

％

●学校、職場、地域社会などにおいて、多文化共生への理解の促進が必要です。

●外国籍市民等の日本語を学ぶ機会を充実させるとともに、ごみの出し方など生活に必要な情報の提供が必要

です。

●増加している外国籍市民等が地域の住民として様々な活動に参加しやすい環境が必要です。

●家庭、学校、職場、地域社会において、性別を理由とした社会的な差別意識の解消を図っていくことが必要です。

●ワーク・ライフ・バランスを実現するために、働き方改革が求められています。

●働きたいと望む誰もが、職場において個性と能力を発揮できる環境づくりが求められています。

施策が目指す半田市の将来の姿
●国籍、文化、性別などにかかわらず、すべての市民が、多様性を認めあいながら、個性と能力
を十分に発揮し、活躍できる社会が形成されています。
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単位施策・個別施策

❶ 多文化共生意識の醸成
国籍、民族等の異なる市民が互いの文化的な違いや特徴を理解・

尊重し、自由で対等に交流できる場を創出するとともに、異なる文化

や生活習慣を学ぶ機会を充実させることにより、共生の意識を醸成

します。また、姉妹友好都市との国際交流により、市民の国際感覚・

国際理解を育みます。

　❷ 外国籍市民等の暮らしの支援
外国籍市民等が日本語を学ぶ機会を充実させるとともに、日本の生

活習慣、就労、行政サービス、災害など必要な情報を分かりやすく提

供することで、地域社会で安心して生活ができるよう支援します。

多文化共生社会

リーディング事業

●多文化共生推進事業

リーディング事業

●男女共同参画推進事業

1

❶ 性別にとらわれない社会の推進
家庭、学校、職場、地域社会において、一人ひとりの個性と能力を発

揮できる社会が形成されるよう、性別で区分けすべきでない慣習的

な役割分担の見直しなど社会的性差の解消を図ります。また、性別

にかかわらず誰もが家事・子育て・介護など家庭生活へ積極的に

参加するよう意識啓発を図ります。

　❷ ワーク・ライフ・バランスの推進
誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、子育て・介護の時間や、

家庭、地域、自己啓発等の自分のための時間を持てる柔軟な働き方

が市民と事業者に浸透するよう意識啓発を図ります。また、生活の充

実と安心のため、子育て・介護などの相談支援、地域活動、自己啓発

の機会の拡充を図ります。

自分らしく生きられる社会2

これから男女ともに働きやすい社会環境をつくるためには、どのようなことが重要だと思いますか。 
男性の家事・子育て・介護への参加を進めること

保育園、学童保育などの育児環境を充実させること

男女ともに労働時間の短縮をはかること

パートなど非正規労働者の労働条件を向上させること

職場での男女の昇進、待遇の格差をなくすこと

出産後も職場復帰できる再雇用制度を充実させること

男女の雇用機会を均等にすること

育児・介護休暇制度などの普及をはかること

0 10 20 30 40 50%

40.9

39.0

32.5

22.2

29.2

29.7

28.5

21.6

資料:住民基本台帳（R2)

資料:市民アンケート（R2）

外国籍市民の内訳  

合計
4,452人

ブラジル
1,981人

ベトナム 
801人

中国
526人

韓国
281人

フィリピン
292人

ペルー 154人
インドネシア 78人
ボリビア 62人

タイ 30人
朝鮮 19人

その他
228人

※複数回答  上位8項目
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●多文化共生プラン　
●男女共同参画推進計画

第５章　互いを尊重し知恵と力を活かしあう　豊かさを育むまち

外国籍市民等を支援する多文化共生サポーター制度を地域、事業所、学校など幅広い分
野で普及させます。

外国籍市民等への行政情報や防災情報などの情報は、分かりやすい表現や多言語化、視
覚化を用いて情報発信します。

外国籍市民等が地域活動に参加できる仕組みづくりを行います。　　　　　　　　　　
　　　　

家事、子育て、介護などをしながら働きたい人が働き続けられる環境づくりを事業者と協
働で取り組むことにより、モデル事業所をつくります。

1

2

3

4
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単位
年度 基準値

現状値 目標値

2025（Ｒ7）年度 2030（Ｒ12）年度

2020
（Ｒ2）

2019
（Ｒ1） 99.81 99.82 99.83

40 5032.6

基本成果指標

現状と課題

第５章　互いを尊重し知恵と力を活かしあう  豊かさを育むまち

3
基本施策 行財政

必要な行政サービスが提供されている
と思う市民の割合

市税合計収納率（現年分）

％

％

●将来的に人口減少が確実視されるなか、限られた行政経営資源の中で多様化・拡大化する行政需要に的確に

対応し、活力に満ちた地域社会を形成していくためには、より効率的で効果的な行政運営に向けた変革が必要

です。

●高い問題意識と政策を実現できる能力を備えた職員の確保とともに、市民からの要望に迅速かつ的確に対応

できる組織が求められています。

●今後は少子高齢社会の進行や老朽化した公共施設の更新等による財政需要の増大が見込まれており、長期的

かつ安定的な財源の確保・費用対効果や成果に着目した事務事業の見直しが必要です。

施策が目指す半田市の将来の姿
●社会情勢の変化に柔軟に対応するとともに、広聴活動の推進を通じ市民ニーズを的確に把握
し、質の高い行政サービスが提供されています。
●様 な々財政指標から見て、健全で持続可能な財政運営が行われています。
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単位施策・個別施策

❶ 行政サービスの向上
人口減少社会の中でも質の高い行政運営の持続性を確保するた
め、行政手続のオンライン化を始めとするICTの活用、AIやRPA
を用いた事務作業の自動化などを進め、また事業毎の特性に応
じた有効な民間活力を導入することにより、市民サービスの向上
と行政の効率化を図ります。
　❷ 職員・組織の能力向上
より丁寧な接遇の能力や法令・データ等に裏付けられた政策の立案
能力を備えるとともに、市民の声に耳を傾け、新たな課題にチャレンジ
できる職員を育成します。また、人事評価制度のさらなる活用により、
職員一人ひとりが仕事に誇りとやりがいを持ち、働きやすい職場づくり
を進めます。さらに、明確な責任の所在と指揮命令系統を確保しつつ、
社会情勢の変化に対応できる柔軟性を持った組織運営に努めます。
　❸ 公共施設の維持管理と更新
公共施設について、適切な維持管理に努めるとともに、長寿命化
を図りつつ計画的に更新を行います。また、更新にあたっては利
用者や地域のニーズを踏まえ、今後の必要性を十分に検討したう
えで行うこととし、公共施設の集約・複合化を推進します。
　❹ 広域連携による行政の推進
市民の生活や活動範囲が拡大するなか、魅力あふれる広域的な
地域づくりや共同処理による効率的な行政運営を進めるため、知
多地域や三河地域の市町村との連携・取組を強化します。また、
ゆかりのある市町村との災害時応援協定の締結を推進し、大規模
災害への備えとして迅速かつ円滑な相互支援体制を確保します。

行政運営

リーディング事業

●情報システム関連事業　　
●職員研修事業　　
●施設管理事業

1

❶ 公平・公正な財政運営
自主財源の根幹を為す市税の適正な課税や高い収納率を維持する
とともに、使用料や手数料等の受益者負担の適正化を図ることによ
り財源の確保に努めます。
　❷ 戦略的な財源の配分
評価制度等を活用し、経常的経費の縮減や財源の重点的な配分を
行い、効率的な財政運営を図ります。

財政運営

リーディング事業

●市民税等徴収事務　　
●予算編成、評価事業

2

市民課窓口

資料:財政課

一般会計　歳出と市税収入決算額 
400

300

200

100

0

（億円）

（年度）H27

222 228 227 235 236

377 374 363 363
390

H28 H29 H30 R1
歳出決算額 市税収入決算額
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●人口ビジョン　　
●まち･ひと･しごと創生総合戦略
●公共施設等総合管理計画　
●定員適正化計画

第５章　互いを尊重し知恵と力を活かしあう　豊かさを育むまち

市税･使用料･手数料等のキャッシュレス決済を推進します。　　　　　　　　　　　　
　

　

広域的な視点を持つ職員の養成並びに業務執行能力の向上を図るための研修を近隣市
町と実施します。

適正な財務状況の把握のために、新たな指標（地方公会計制度による財務書類４表など）
を活用します。

計画･事業実施･分析･評価を一元的に作成、管理する方法を構築します。

1

2

3

4
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